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   処分名  
 
動物取扱業の登録 

 

  根拠法令名 
 
動物の愛護及び管理に関する法律 
（昭和48年法律第105号） 

 （条項） 第１０条 

  基準法令名 
 
動物の愛護及び管理に関する法律 
（昭和48年法律第105号） 

 （条項） 第１２条 

 
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 
（平成18年環境省令第1号） 

      第３条 

   所管部署  健康保険部（局）衛生課（室）動物愛護センター 

  標準処理期間         １４ 日   法定処理期間          － 日 

 【審査基準】 ・文書の名称【                         】 

        ・掲載図書等【                         】 

        ・内容    □全部記載   ☑一部・項目のみ記載 

 【動物取扱業の登録基準】 

 動物取扱業の登録基準は、動物の愛護及び管理に関する法律第12条に規定する登録の拒否事由に

該当しないことを基準とする。なお、同条に規定する｢環境省令で定める基準｣及び｢環境省令で定

める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準｣とは、動物の愛護及び管理に関する法律施行規

則第3条に定めるとおり。 

参 考 
 [根拠法令] 
   動物の愛護及び管理に関する法律 

（動物取扱業の登録）  

第１０条  動物（哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学

的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節

から第四節までにおいて同じ。）の取扱業（動物の販売（その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四

において同じ。）、保管、貸出し、訓練、展示（動物との触れ合いの機会の提供を含む。第二十二条の五を除

き、以下同じ。）その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第三十七条の二第二項第

一号及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。）を営もうとする者は、当該業を営もうとす

る事業所の所在地を管轄する都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十

九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで（第

二十五条第七項を除く。）において同じ。）の登録を受けなければならない。  

２ 略 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 [基準法令] 

   動物の愛護及び管理に関する法律  

（登録の拒否）  

第１２条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同

条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適

正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規

定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管

理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫等販売業を営もうとする場合にあつては、犬猫

等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものと

して環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項

について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければなら

ない。 

一 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から五年を経過しない者 

四 第十条第一項の登録を受けた者（以下「第一種動物取扱業者」という。）で法人であるものが第十九条第一

項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその第一種動物取扱

業者の役員であつた者でその処分のあつた日から五年を経過しないもの 

五 第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 

五の二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過し

ない者 

六 この法律の規定、化製場等に関する法律（昭和二十三年法律第百四十号）第十条第二号（同法第九条第五項

において準用する同法第七条に係る部分に限る。）若しくは第三号の規定、外国為替及び外国貿易法（昭和二

十四年法律第二百二十八号）第六十九条の七第一項第四号（動物に係るものに限る。以下この号において同

じ。）若しくは第五号（動物に係るものに限る。以下この号において同じ。）、第七十条第一項第三十六号（同

法第四十八条第三項又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認（動物の輸出又は輸入に係るもの

に限る。）に係る部分に限る。以下この号において同じ。）若しくは第七十二条第一項第三号（同法第六十九

条の七第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。）若しくは第五号（同法第七十条第一項第三十六号に係る

部分に限る。）の規定、狂犬病予防法（昭和二十五年法律第二百四十七号）第二十七条第一号若しくは第二号

の規定、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成四年法律第七十五号）の規定、鳥獣

の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号）の規定又は特定外来生物に

よる生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成十六年法律第七十八号）の規定により罰金以上の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 

七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第六号に規定する暴力

団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者 

七の二 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある

者として環境省令で定める者 

八 法人であつて、その役員又は環境省令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの  

九 個人であつて、その環境省令で定める使用人のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者が

あるもの 

２ 略 

 

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則については別紙のとおり 

 
 

 

  
※ 審査基準の内容すべてを記載することができないときは、当該審査基準が記載された図書等の  

 縦覧をもって代えることができる。 


